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（火曜日）
第���������号

平成��年
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○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
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�
�（
三
・
道
路
課
） 
一

○　
　
　

〃　
　
　
　
  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
・　

〃　

） 
一

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
五
・　

〃　

） 
二

�
�
�
�
�
�
�

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
裁
決
手
続
き
開
始
の
決
定  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
公　

告
） 
二
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
二
月

十
二
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鹿
島
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

多
久
若
木
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

多
久
市
西
多
久
町
大
字
板
屋
六
〇
八

一
番
一
地
先
か
ら

多
久
市
西
多
久
町
大
字
板
屋
六
〇
四

六
番
四
地
先
ま
で

多
久
市
西
多
久
町
大
字
板
屋
六
〇
八

一
番
一
地
先
か
ら

多
久
市
西
多
久
町
大
字
板
屋
六
〇
四

六
番
四
地
先
ま
で

多
久
市
西
多
久
町
大
字
板
屋
六
〇
八

一
番
一
地
先
か
ら

多
久
市
西
多
久
町
大
字
板
屋
六
〇
四

六
番
四
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

三
四
・
八

    
〜　

一
四
・
〇

 
三
六
・
二

〜　
 

一
四
・
〇

一
七
・
〇

    
〜　

一
四
・
〇

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

二
三
四
・
〇

 
二
一
七
・
〇

二
一
七
・
〇
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
二
月

十
二
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

嬉
野
塩
田
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

嬉
野
市
塩
田
町
大
字
大
草
野
字
垣
内

丙
二
八
三
一
番
地
先
か
ら

嬉
野
市
塩
田
町
大
字
馬
場
下
字
野
中

乙
一
二
三
四
番
一
地
先
ま
で

嬉
野
市
塩
田
町
大
字
大
草
野
字
垣
内

丙
二
八
三
一
番
地
先
か
ら

嬉
野
市
塩
田
町
大
字
馬
場
下
字
野
中

乙
一
二
三
四
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

五
一
・
七

  
〜 　

一
二
・
〇

三
五
・
四

  
〜　

一
〇
・
二

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
六
三
・
五

一
六
六
・
四
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土
地
収
用
法
(昭
和
２６
年
法
律
第
２１９
号
)第
４５
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　
平
成
２１
年
１
月
１３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
収
用
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
　
長
　
　
日
　
野
　
和
　
也

１
　
起
業
者
の
名
称
　
国
土
交
通
大
臣
　
金
子
一
義

２
　
事
業
の
種
類
　
一
級
河
川
嘉
瀬
川
水
系
嘉
瀬
川
ダ
ム
建
設
工
事

３
　
裁
決
手
続
開
始
の
決
定
事
項

　
�
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

　
　
　
土
地
の
所
在
：
佐
賀
県
佐
賀
市
富
士
町
大
字
栗
並
字
九
郎

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
二
月

十
二
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道

多
久
若
木
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

多
久
市
西
多
久
町
大
字
板
屋
六
〇
八
一
番
一
地
先
か
ら

多
久
市
西
多
久
町
大
字
板
屋
六
〇
四
六
番
四
地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
一
・
二
〇

決
定
し
た
土
地
の

区
域
の
面
積
（
㎡
）

地
　
積
（
㎡
）

地
　
目

地
　
番

実
測

公
簿

現
況

公
簿

２７３７
番

２７４
.８４

２７４
.８４

２７４
田

田

　
�
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

持
分

住
　
所

氏
　
名

１３８６
分
の
１

東
京
都
練
馬
区
大
泉
四
丁
目
２８
番
１
号
秀
和
荘

２０３
野
田
　
浩
一

　
�
　
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

権
利
の
種
類

住
　
所

氏
　
名

な
し

な
し

な
し

４
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

　
　
平
成
２０
年
１２
月
２４
日


